
静岡県社会福祉協議会ふれあい基金 

 セルフヘルプグループ活動支援事業実施要領 

（「静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成金交付要綱」 

別表「３ボランティア育成・活動推進助成事業」に該当） 

 

 

１ 趣 旨 

地域福祉・在宅福祉の向上のために継続的に取り組んでいるセルフヘルプグループ

（自助・共助活動組織）が行う事業に対し助成するものとし、その助成に関しては、「静

岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成金交付要綱」に定めるもののほか、この要領の定

めるところによる。 

 

２ 助成対象グループ(団体)及び事業(活動) 

高齢者や障がい者等が中心となるグループ(団体)で、自立・自助活動を通じて地域福

祉・在宅福祉の向上に向けて取り組む事業(活動)に助成する。但し、反社会的勢力、及

び反社会的勢力と密接な関わりがある団体は除く。 

申し込みは、市町社会福祉協議会会長又は、市町が設置する市町民活動支援センター

代表者(＊)が推薦するグループ(団体)とする。(*ＮＰＯ活動支援センター等と名称が異

なる場合もある。) 

但し、前年度に本事業の助成を受けたグループ(団体)及び前年度から過去５年間に

ふれあい基金から２回以上助成を受けているグループ（団体）は対象外とし、次の事

業(活動)は対象としない。 

①営利を目的とする事業 

②学術的な調査研究事業 

③地方公共団体等の委託を受けて行っている事業 

④助成決定時点で既に完了している事業 

⑤申込書に記載以外の事業（申込内容に基づき審査・決定をしているため） 

 

３ 助成額及び対象経費 

 (1)助成額 

  1 グループ(団体) ２0 万円以内 

(2)助成対象経費 

別表のとおりとする。 

(3)助成対象外経費 

別表のとおりとする。 

 

４ 助成対象期間 

  年度内（助成をした年の翌年 3 月末日）とする。 

 



５ 助成事業の採択 

静岡県社会福祉協議会会長は、静岡県社会福祉協議会ふれあい基金運営委員会の意

見を聞き、助成先、助成事業の採択を行い、別に定める日までに推薦者宛に通知す

る。 

 

６ 助成事業、資機材への表示 

  助成事業開催資料(要綱等)又は資機材には、「静岡県社会福祉協議会ふれあい基金

助成」を明記(表示)する。 

 

７ 申請方法 

  別紙「申込書」に必要事項を記入の上、「推薦書」「規約・会則・定款」「名簿」（直

近の役員分・活動者分）を添付し、郵送又は直接持参の方法で別に定める日までに、

静岡県社会福祉協議会へ申し込む。 

 

８ その他の注意事項 

(1)申し込みは、１グループにつき１件のみとする。 

(2)添付書類を含む申込書類は、返却しない。 

(3)申込内容に基づき、審査・内定をしているので、原則としてその内容を変えること

はできない。 

(4)助成の可否の理由等、審査内容に関するお問い合わせには、応じることができない。 

 

  附 則 

この要領は、平成 2１年度分の助成金から適用する。 

  附 則 

この要領は、平成 2２年度分の助成金から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 2６年度分の助成金から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成 31 年度分の助成金から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和３年度分の助成金から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和４年度分の助成金から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和５年度分の助成金から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和６年度分の助成金から適用する。 
 

  




